
（案） 

 

ワシントン駐在に関する調査検証委員会設置要綱 

 

（設置目的） 
第１条 「沖縄県職員の駐在等に関する規程」に基づくワシントン駐在の担当事務（沖縄の基地問

題に関連する情報収集、情報発信等に関すること）の実施に関し、法令の適合性を検証するとと

もに、改善の方向性について提言を行うことを目的として、ワシントン駐在に関する調査検証委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 
第２条 委員会は、ワシントン駐在に関する以下の事項について、公平公正かつ客観的・専門的な

立場で、調査、検証及び提言を行う。 

(１) ワシントンＤＣ株式会社設立の経緯に関すること 

(２) ワシントン駐在に係る予算執行状況（再委託を含む）に関すること 

(３) ワシントン駐在職員のビザ取得に関すること 

(４) ワシントン駐在職員の地方公務員としての身分の取扱いに関すること 

(５) ワシントン駐在に係る全ての公文書に関すること 

(６) 前各号の調査及び検証の結果を踏まえた、改善の方向性に係る提言に関すること 

(７) その他ワシントン駐在に関し、委員会が必要と認める事項に関すること 

 

（委員） 
第３条 委員会は、６名以内で構成する。 

２ 委員は、法律の専門家や学識経験者など優れた識見を持つ者のうちから知事が依頼する。 

３ 委員の任期は、委員に就任した日から第２条の所掌事務が終了した日までとする。 

 

（運営） 
第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により決定する。 

３ 委員長は、委員会を主宰する。 

４ 委員会は、必要に応じて、県の関係職員及び関係者の説明を聴くため、当該者の出席を求め、

かつ、関係文書の提出を求めることができる。 

５ 委員会は、必要に応じて、県職員及び有識者等を補助者として使用することができる。 

 

（守秘義務） 
第５条 委員は、委員会の調査、会議等の活動に関連して知り得た情報について秘密を厳守し、こ

れを開示し、又は漏えいしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

 

（事務局） 
第６条 委員会の庶務は、事務局で処理する。 

２ 事務局は、総務部行政管理課に置く。 

 

（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮った上で委

員長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年１月17日から施行する。 


